
事業所名
居宅療養管理指導費
（介護保険）の訪問可能

在宅患者訪問栄養食事指導料
（医療保険）の訪問可能

自費による訪問可能 自費金額

衣笠病院 認定栄養ケア・ステーション 〇 〇 ×

認定栄養ケア・ステーション横須賀三浦 〇 〇 〇 訪問栄養指導自費 ５５００円/回

認定栄養ケア・ステーション シャローム × × 〇 訪問栄養指導自費 ６０００円/回

認定栄養ケア・ステーション悠 × × 〇
訪問栄養指導自費 ６０００円/回
オンライン相談自費 ３０００円/回

日本調剤 横須賀薬局
認定栄養ケア・ステーション

× × 〇
訪問栄養指導自費 ６０００円/回
オンライン相談自費 ３０００円/回

対応内容やエリア、自己負担額、依頼方法等については直接各事業所にお問い合わせください

管理栄養士による訪問栄養食事指導がおこなえる事業所一覧

2023年3月 横須賀地区栄養士連絡協議会作成
横須賀地区栄養士連絡協議会への問い合わせ：yokoeikyou@gmail.com

【栄養改善加算（介護保険）による訪問】
管理栄養士が所属・連携している通所サービスをご利用の方は栄養改善加算（介護保険）による訪問を利用できる場合があります
利用にあたっては各事業所にお問い合わせください

【事業所一覧】

事業所名 住所 問い合わせ先 営業時間 有資格者の在籍

衣笠病院 認定栄養ケア・ステーション 〒238-8588
横須賀市小矢部2-23-1

TEL：046-852-1182（代表）
栄養科へとお伝えください
e-mail：eiyo@kinugasa.or.jp

平日 9:00～17:00 在宅栄養専門管理栄養士、摂食嚥下リハビリテーション
栄養専門管理栄養士、臨床栄養師、NST専門療法士、
日本糖尿病指導士、調理師

認定栄養ケア・ステーション
シャローム

〒239-0811
横須賀市走水1-35

TEL:046-845-6657
FAX：046-84５‐６６５７
e-mail：yokosuka.shalom.cs@gmail.com

平日 10:00～16:00 在宅訪問管理栄養士

認定栄養ケア・ステーション悠 〒239‐0841
横須賀市野比2-4-15

TEL:070-1271-4815    
 FAX：046-874-8067
e-mail：eiyou@maekawa-care.co.jp

平日・土曜 10:00～16:00 在宅訪問管理栄養士、介護支援専門員

認定栄養ケア・ステーション
横須賀三浦

〒238-0313
横須賀市武１－２８‐５

TEL:050‐5371‐978２
e-mail：nt-meister@meister-group.jp
http://unimedico.jp/nutrition-station/

月～土曜日
9:00～12:00／14:30～18:00

在宅栄養専門管理栄養士、在宅訪問管理栄養士、
介護支援専門員

日本調剤 横須賀薬局
認定栄養ケア・ステーション

〒238-8588
横須賀市小矢部2-21-4

TEL：046-853-7750
FAX：046-853-6786
e-mail：jp-yokos@nicho.co.jp

月～土※祝日は除く
9:00～18:00

公益社団法人神奈川県栄養士会
栄養ケア・ステーション

〒231-0057 神奈川県横浜
市中区曙町2-19-1曙町新
井ビルディング11F

Tel：045-315-6301
Fax：045-315-6302
e-mail：info@kana-eiyo.or.jp
https://kana-eiyo.or.jp/

月～金曜日 9:00～17:00

【訪問栄養食事指導の対応一覧】

※医療保険は介護認定を受けていない方で対応事業所の医師が主治医となっている場合のみ対象となります
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かかりつけ医

在宅療養者

管理栄養士

訪問栄養食事指導
希望・相談・提案

訪問栄養食事指導
希望・相談・提案

訪問栄養食事指導報告

訪問栄養食事指導
希望・相談・提案

訪問栄養指導
の指示
診療情報提供

栄養ケア計画作成
訪問栄養食事指導の実施

在宅療養者の情報提供

訪問栄養食事指導報告
介護支援専門員

管理栄養士による訪問栄養食事指導

【実施概要】

介護保険
居宅療養管理指導Ⅰ

医療保険
在宅患者訪問栄養食事指導

算定額
（単一建物居住者1人

の場合）
54５単位 530点

対象者
在宅で療養を行っている
通院・通所が困難な方

指導対象 本人または家族など

算定回数 月2回

【訪問食事指導 保険適用対象者】

介護保険
居宅療養管理指導Ⅰ

医療保険
在宅患者訪問栄養食事指導

腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食
、脂質異常症食、痛風食、

心臓疾患などに対する減塩食、特別な場合の検査食、
十二指腸潰瘍に対する潰瘍食、高度肥満症食、高血圧に対する減塩食

経管栄養のための流動食、
嚥下困難者（そのために栄養不良と
なった者も含む）のための流動食、
低栄養状態に対する食事

フェニールケトン尿症食、楓糖尿食、
ホモシスチン尿食、ガラクトース血症食、
尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸
血症食、プロピオン酸血症食、
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症
食、糖原病食治療乳、無菌食、がん、摂
食・嚥下機能低下、低栄養

【訪問栄養指導の流れ】

交通費、保険を使用しない自費については、事業所ごとに異なります
直接各事業者へお問い合わせください
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